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示

福
井
県
告
示
第
９
７
４
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
４
９
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
の
規
定
に
よ
る

医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
２
の
規
定
に
よ
り

、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
名
称
清
水
南
医
院

２
所
在
地
福
井
市
真
栗
町
第
３
８
号
３
番
地

３
指
定
年
月
日
平
成
１
８
年
１
２
月
７
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
５
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
５
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
の

規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の

２
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
６
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
５
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

か
ら
、
同
法
第
５
４
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
５
０
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
２

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
７
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
５
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

か
ら
、
同
法
第
５
４
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
５
０
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
２

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

指
定
年
月
日

平
成
１８
年
１２
月
７
日

平
成
１８
年
１２
月
７
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
市
和
田
中
町
舟
橋
７
番
地
１

福
井
市
和
田
中
町
舟
橋
７
番
地
１

居
宅
介
護
事
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団

済
生
会
支
部
福
井
県
済
生
会

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団

済
生
会
支
部
福
井
県
済
生
会

事
業
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介

護介
護
予
防
短
期
入

所
生
活
介
護

居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地

大
野
市
蕨
生
１５８
字
３５
番

大
野
市
蕨
生
１５８
字
３５
番

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称

福
井
県
済
生
会
聖
和
園

福
井
県
済
生
会
聖
和
園

変
更
年
月
日

平
成
１８
年
５
月
９
日

平
成
１８
年
５
月
９
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
あ
わ
ら
市
東
善
寺
５
－
２７

福
井
県
あ
わ
ら
市
東
善
寺
５
－
２７

居
宅
介
護
事
業
者
の
名
称

坂
井
地
区
医
師
会

坂
井
地
区
医
師
会

事
業
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介

護

居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地

福
井
県
あ
わ
ら
市
東
善
寺
５
－
２７

福
井
県
あ
わ
ら
市
東
善
寺
５
－
２７

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称

（
変
更
前
）坂
井
郡
医
師
会
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
変
更
後
）坂
井
地
区
医
師
会
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
変
更
前
）坂
井
郡
医
師
会
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
変
更
後
）坂
井
地
区
医
師
会
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
８
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
８
９
条
の
２
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土

地
改
良
事
業
�
江
和
田
地
区
（
全
工
区
）
に
係
る
換

地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
１
０
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
５
４
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
９
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
６
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
浜
市
長
か
ら

字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る

。

な
お
、
こ
の
届
出
に
係
る
字
の
区
域
の
変
更
は
、

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

５
４
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
宮
川
地
区
土
地

改
良
（
区
画
整
理
）
事
業
に
係
る
換
地
処
分
の
公
告

が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の

と
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

変
更
年
月
日

平
成
１８
年
５
月
９
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
あ
わ
ら
市
東
善
寺
５
－
２７

居
宅
介
護
事
業
者
の
名
称

坂
井
地
区
医
師
会

事
業
の
種
類

訪
問
介
護

居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地

福
井
県
あ
わ
ら
市
東
善
寺
５
－
２７

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称

（
変
更
前
）坂
井
郡
医
師
会
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
変
更
後
）坂
井
地
区
医
師
会
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

地
番

３
１
の
２
３
１
の
３
３
１
の
９
３
２
の
２
３
２
の
５

１
３
か
ら
１
５
ま
で
の
各
一
部
２
９
の
一
部
３
１
の
一
部

３
２
３
３
の
一
部
３
４
の
一
部

１
４
の
一
部
１
６
の
一
部
１
８
の
一
部

号

８
号
君
流
し

２
７
号
仏
田

２
８
字
立
ノ
下

大
字

新
保

次
の
区
域
を
新
保
９
号
長
塚
に
編
入
す
る
。
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地
番

３
０
の
一
部
３
６
の
一
部
３
７
の
一
部
４
４
の
一
部

４
５
の
一
部

号

２
５
号
梨
木
田

大
字

新
保

新
保
４
１
号
谷
ノ
下
１
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部地

番

３
の
一
部

９
の
３
９
の
４
１
０
の
２
２
２
の
２
の
一
部

１
８
か
ら
２
３
ま
で
の
各
一
部
２
４
の
１
の
一
部
２
４
の

２
の
一
部
２
５
の
一
部
２
６
の
一
部
３
０
の
一
部

３
５
の
一
部

１
４
の
一
部
１
５
の
一
部

２
の
１
２
の
２
１
３
の
１
１
３
の
２

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

号

２
０
号
馬
場
所

２
４
号
谷
上

２
７
号
仏
田

３
９
号
白
丸

４
１
字
谷
ノ
下

大
字

新
保

地
番

５
２
の
１
の
一
部
５
２
の
２
の
一
部
５
３
５
４
か
ら

５
６
ま
で
の
各
一
部
６
２
の
２
の
一
部
６
９
の
２
の
一
部

７
０
の
一
部

５
６
の
一
部
５
９
の
一
部

１
５
の
一
部
１
６
１
７
の
一
部
１
８
の
一
部
２
９
の

一
部
３
０
の
一
部
３
４
の
一
部
３
５
の
一
部

号

９
号
長
塚

１
２
号
横
竹

２
７
号
仏
田

大
字

新
保

地
番

６
０
の
２
の
一
部

１
か
ら
１
３
ま
で
の
各
一
部
３
１
の
一
部

号

９
号
長
塚

２
７
号
仏
田

大
字

新
保

地
番

１
か
ら
１
９
ま
で
２
０
か
ら
３
３
ま
で
の
各
一
部
３
４

号

３
６
号
南
北
山

大
字

新
保

３
５
の
１
の
一
部
３
６
か
ら
３
８
ま
で
３
９
の
一
部

７
の
３
の
一
部
８
の
一
部
１
０
の
一
部
１
１
の
一
部

９
の
３
１
７
の
一
部
２
０
の
一
部

５
３
号
奈
良
原

５
５
号
青
野
ノ
下

地
番

１
の
１
の
一
部
１
の
２
の
一
部
１
８
の
一
部
２
０
の
一

部１
３
か
ら
１
５
ま
で
１
６
の
２
１
７

８
の
２
の
一
部
１
７
の
一
部
１
８
の
一
部
１
９
の
一
部

４
１
の
一
部

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

号

３
２
号
北
山

３
４
号
上
青
野

５
５
号
青
野
ノ
下

３
６
号
不
帯
取

大
字

新
保

竹
長

地
番

２
７
か
ら
３
３
ま
で
の
各
一
部
３
５
の
１
の
一
部
３
５
の

２
３
９
の
一
部

６
の
１
７
の
１
の
一
部
１
３
の
一
部
１
４
の
一
部

１
６
か
ら
１
８
ま
で
の
各
一
部

７
の
３
の
一
部
８
の
一
部
９
の
一
部
１
１
の
一
部

号

３
６
号
南
北
山

５
２
号
小
森

５
３
号
奈
良
原

大
字

新
保

地
番

２
０
か
ら
２
７
ま
で
の
各
一
部
３
５
の
１
の
一
部
３
９
の

一
部

７
の
一
部
８
９
の
一
部
１
０
の
一
部
１
７
の
一
部

１
８
の
一
部
２
０
か
ら
２
２
ま
で
の
各
一
部

号

３
６
号
南
北
山

３
８
号
池
田

大
字

新
保

地
番

２
２
の
一
部
３
３
の
一
部
３
７
の
一
部
４
６
の
１
の
一

部
４
７
の
一
部

９
か
ら
１
１
ま
で
の
各
一
部
１
８
の
一
部
１
９
の
一
部

２
３
の
一
部

８
か
ら
１
３
ま
で
の
各
一
部
１
６
の
一
部
２
０
の
一
部

２
１
の
一
部

号

２
５
号
梨
木
田

３
８
号
池
田

３
９
号
白
丸

大
字

新
保

次
の
区
域
を
新
保
２
０
号
馬
場
所
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
３
５
号
青
野
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
２
４
号
谷
上
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
２
５
号
梨
木
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
３
８
号
池
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
２
６
号
大
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
３
９
号
白
丸
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
２
８
号
立
ノ
下
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
４
０
号
宮
ノ
上
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
３
２
号
北
山
に
編
入
す
る
。
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２
０
の
１
２
０
の
２

６

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部
お
よ
び
新
保
４
３
号
沢
８
に
隣

接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部
お
よ
び
新
保
４
３
号
沢
８
の
１
の
一
部
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市

有
地
の
一
部

４
１
号
谷
ノ
下

４
３
号
沢

地
番

１
９
の
一
部
２
３
の
一
部
２
４

１
６
の
一
部

１
の
一
部
１
２
の
一
部
１
３
の
一
部

６
の
１
の
一
部
６
の
２
の
一
部
７
の
一
部
９
の
一
部

２
５
の
一
部
２
９
の
一
部

号

３
８
号
池
田

３
９
号
白
丸

４
０
号
宮
ノ
上

４
４
号
宮
ノ
下

４
６
号
九
鬼
山

大
字

新
保

地
番

１
１
か
ら
１
６
ま
で
の
各
一
部
１
９
の
一
部
２
３
の
一
部

５
の
３
の
一
部
６
か
ら
９
ま
で
の
各
一
部

７
の
１
の
一
部
８
の
３
１
４
の
一
部
１
５
の
一
部

１
９
の
一
部

新
保
４
３
号
沢
７
の
一
部
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

号

３
８
号
池
田

４
５
号
雄
稲
作

５
２
号
小
森

大
字

新
保

地
番

５
の
一
部
１
２
の
一
部
１
４
の
一
部

４
の
一
部
１
０
の
一
部
１
６
の
一
部

７
の
２
の
一
部
８
の
１
の
一
部
８
の
２
の
一
部
９
か
ら

１
１
ま
で
の
各
一
部
１
２
１
５
の
一
部
１
９
の
一
部

号

４
８
号
豆
尻

４
９
号
町
田

５
２
号
小
森

大
字

新
保

地
番

１
の
一
部
２
の
一
部
３
の
１
の
一
部
３
の
２
の
一
部

７
の
一
部
９
の
一
部
１
０

５
の
３
の
一
部
６
か
ら
８
ま
で
の
各
一
部
１
０
の
一
部

新
保
４
３
号
沢
７
の
一
部
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

号

４
４
号
宮
ノ
下

４
５
号
雄
稲
作

大
字

新
保

地
番

１
７
の
３
２
０
の
２

１
７
の
１

号

３
５
号
由
里

３
９
号
北
条

大
字

加
茂

地
番

２
の
一
部
３
の
一
部
４
の
２
の
一
部
５
の
１
の
一
部

５
の
２
の
一
部
１
０
の
一
部

１
か
ら
６
ま
で
７
の
２
７
の
３
１
４
の
２
１
４
の
３

１
５
の
１
１
５
の
２
２
３
か
ら
２
８
ま
で
の
各
一
部

７
の
一
部
１
３
の
一
部
１
４
１
５
の
一
部
１
６

１
の
一
部
４
の
一
部
５
６
か
ら
１
２
ま
で
の
各
一
部

１
４
１
５
１
６
の
一
部

１
０
の
一
部
２
７
の
一
部
２
９
の
一
部

１
７
の
１
１
８
の
１
１
９
の
１
２
１
の
１
２
３
の
１

２
４
２
５

１
の
１
７
の
１
８
の
１
９
の
１
１
０

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

号

４
５
号
雄
稲
作

４
６
号
九
鬼
山

４
７
号
由
里
ノ
下

４
９
号
町
田

５
４
号
雨
田

３
１
号
五
反
田

３
３
号
当
洲

大
字

新
保

加
茂

地
番

１
０
か
ら
１
４
ま
で
の
各
一
部
１
９
の
一
部
２
９
の
一
部

３
０
の
一
部

号

５
４
号
雨
田

大
字

新
保

地
番

３
の
１
か
ら
３
の
３
ま
で
の
各
一
部
４
の
一
部
９
か
ら

１
３
ま
で
の
各
一
部

２
か
ら
５
ま
で
の
各
一
部
６
の
１
の
一
部
６
の
２
の
一
部

７
の
１
の
一
部
７
の
２
の
一
部
９
の
一
部
１
１
の
一
部

１
５
の
一
部
１
６
の
一
部
１
８
の
一
部
１
９
の
一
部

３
０
の
一
部

号

４
９
号
町
田

５
３
号
奈
良
原

５
４
号
雨
田

大
字

新
保

地
番

号
大
字

次
の
区
域
を
新
保
４
７
号
由
里
ノ
下
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
４
８
号
豆
尻
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
４
３
号
沢
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
４
４
号
宮
ノ
下
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
４
９
号
町
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
４
５
号
雄
稲
作
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
５
２
号
小
森
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
４
６
号
九
鬼
山
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
５
３
号
奈
良
原
に
編
入
す
る
。

福 井 県 報 第１７９７号平成１８年１２月１９日（火）5



５
の
一
部
６
の
一
部
１
５
の
一
部
１
６
の
一
部
１
８

の
一
部
２
５
の
一
部
２
６
の
一
部

９
の
１
の
一
部
９
の
２
の
一
部
１
０
か
ら
１
２
ま
で
の
各

一
部
１
３
１
４
の
一
部
１
７
の
一
部
２
０
の
一
部

５
４
号
雨
田

５
５
号
青
野
ノ
下

新
保

地
番

１
３
の
一
部
１
４
の
一
部
２
８
の
一
部
３
０
か
ら
３
４

ま
で
の
各
一
部

号

３
４
号
青
野

大
字

竹
長

地
番

１
３
の
一
部
２
８
の
一
部

１
３
の
一
部
１
４
の
一
部
１
５
の
１
の
一
部
１
５
の
２

の
一
部

３
３
の
一
部
３
４
の
一
部

４
１
の
一
部

４
か
ら
６
ま
で
の
各
一
部
１
７
の
一
部
１
８
の
一
部
２

０
の
一
部
２
３
の
一
部

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

号

３
４
号
青
野

３
６
号
不
帯
取

５
４
号
雨
田

大
字

竹
長

新
保

地
番

４
の
２
５
の
１
５
の
２
６
の
２

１
２

４
２
の
一
部

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

号

３
号
高
畑

６
号
榊
林

１
３
号
大
坪

大
字

竹
長

地
番

４
３
の
一
部

号

１
３
号
大
坪

大
字

竹
長

地
番

５
２
の
一
部
６
０
の
一
部

号

２
号
木
戸

大
字

竹
長

地
番

号
大
字

２
３
の
一
部
２
４
３
５
の
一
部
３
７
の
一
部
３
９
の

一
部

２
０
の
一
部
２
３
２
８
の
一
部
２
９
の
一
部
３
０
の

一
部

５
２
号
大
門

７
０
号
堀
ノ
内

本
保

大
谷

地
番

４
５
の
一
部
４
９
の
一
部
５
８
の
一
部

号

２
３
号
古
上

大
字

竹
長

地
番

１
か
ら
１
０
ま
で
の
各
一
部
１
１
の
１
か
ら
１
１
の
３
ま
で

の
各
一
部
１
２
の
一
部
１
３
の
一
部
２
７
２
８
の
一

部
２
９
の
一
部
３
５
の
一
部
３
６
の
一
部
４
２
の
一

部

号

３
４
号
青
野

大
字

竹
長

地
番

４
０
の
一
部

２
６
の
一
部

３
２
の
一
部

号

５
８
号
上
塚
穴

５
９
号
山
ノ
鼻

６
５
号
上
堀
出
し

大
字

大
谷

地
番

３
０
の
２
３
１
の
１
３
１
の
２
３
２
３
３
の
１

３
３
の
２
３
４
の
２
３
４
の
３
４
０
の
一
部
４
４
か

ら
４
６
ま
で
の
各
一
部
４
８
の
一
部

１
８
の
２
の
一
部
１
９
の
２
の
一
部

４
２
の
一
部
４
４

３
６
の
一
部

号

５
８
号
上
塚
穴

６
８
号
下
掘
出
し

３
４
号
青
野

３
６
号
不
帯
取

大
字

大
谷

竹
長

地
番

４
２
の
一
部

号

３
４
号
青
野

大
字

竹
長

次
の
区
域
を
新
保
５
４
号
雨
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
竹
長
３
０
号
加
志
女
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
竹
長
３
６
号
不
帯
取
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
新
保
５
５
号
青
野
ノ
下
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
大
谷
６
０
号
塚
本
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
竹
長
２
号
木
戸
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
大
谷
６
５
号
上
堀
出
し
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
竹
長
６
号
榊
林
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
竹
長
１
３
号
大
坪
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
大
谷
６
８
号
下
堀
出
し
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
竹
長
２
９
号
万
木
橋
に
編
入
す
る
。
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公

告

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０

７
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１

８
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と

い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法

施
行
細
則
（
昭
和
４
８
年
福
井
県
規
則
第
３
７
号
）

第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

地
番

７
の
２

８
の
２

１
の
１
１
の
２
２
の
１
２
の
２
３
の
１
の
一
部

３
の
２
の
一
部
９
の
２
１
１
の
一
部
１
２
の
一
部

２
０
か
ら
２
２
ま
で
２
３
の
一
部
３
２
の
一
部
３
３
の

１
３
３
の
２
３
４
か
ら
３
７
ま
で
の
各
一
部

６
の
２
５
の
３

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

号

２
５
号
平
井
川

３
６
号
大
谷

３
７
号
日
々
焼

４
２
号
八
反
田

６
０
号
東
山

大
字

本
保

地
番

６
か
ら
８
ま
で
の
各
一
部
２
１
の
一
部
２
２
の
一
部

号

２
２
号
小
谷

大
字

本
保

地
番

１
１

号

２
５
号
平
井
川

大
字

本
保

地
番

２
０
の
２
の
一
部
２
０
の
３
２
１
の
２
の
一
部
２
１
の

３
２
２
の
１
２
２
の
２
の
一
部
２
５
の
一
部

６
の
３

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

号

３
５
号
鮫
田

６
０
号
東
山

大
字

本
保

地
番

３
の
１
か
ら
３
の
３
ま
で
４
の
２
４
の
３
６
の
１

６
の
２

３
４
の
１
か
ら
３
４
の
５
ま
で
の
各
一
部
３
５
か
ら
３
８
ま

で
の
各
一
部
４
１
か
ら
４
３
ま
で
の
各
一
部

３
５
の
一
部

１
の
２
の
一
部
１
の
３
の
一
部
２
の
２
２
の
３
３
の

２
３
の
３
５
の
２
５
の
４

号

３
８
号
笹
谷

４
０
号
天
神

５
２
号
大
門

６
０
号
東
山

大
字

本
保

地
番

３
５
の
一
部

１
の
２
の
一
部
１
の
３
の
一
部

１
３
の
一
部
１
６
の
一
部
２
５
の
一
部
２
６
の
一
部

号

５
２
号
大
門

６
０
号
東
山

７
０
号
堀
ノ
内

大
字

本
保

大
谷

地
番

１
２
の
一
部

１
６
の
一
部
３
４
か
ら
３
６
ま
で
の
各
一
部
４
２
か
ら

４
４
ま
で
の
各
一
部

号

３
７
号
日
々
焼

５
２
号
大
門

大
字

本
保

地
番

２
０
の
一
部

号

５
３
号
平
田

大
字

本
保

地
番

２
０
の
一
部
２
５
の
一
部
２
７
の
一
部
２
８
の
一
部

３
０
の
一
部

号

７
０
号
堀
ノ
内

大
字

大
谷

地
番

４
９
の
一
部

３
３
か
ら
３
９
ま
で
の
各
一
部
４
４
の
一
部
４
７
の
一
部

４
８
の
一
部

５
９
の
２
の
一
部

号

２
３
号
古
上

３
０
号
加
志
女

４
３
号
五
両

大
字

竹
長

本
保

次
の
区
域
を
本
保
２
５
号
平
井
川
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
４
０
号
天
神
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
３
０
号
町
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
４
２
号
八
反
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
３
５
号
鮫
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
４
３
号
五
両
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
５
２
号
大
門
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
３
６
号
大
谷
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
５
３
号
平
田
に
編
入
す
る
。

次
の
区
域
を
本
保
３
７
号
日
々
焼
に
編
入
す
る
。

福 井 県 報 第１７９７号平成１８年１２月１９日（火）7



す
る
。平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
試
験
の
日
時

平
成
１
９
年
２
月
２
８
日
（
水
）
午
前
９
時
３

０
分
か
ら

２
試
験
の
場
所

福
井
市
林
藤
島
町
２
０
－
１
－
３

福
井
産
業
技
術
専
門
学
院
（
福
井
人
材
開
発
セ

ン
タ
ー
）

３
試
験
の
科
目

①
衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

②
公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

③
洗
た
く
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
技

能

４
受
験
資
格

試
験
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第

２
６
号
）
第
４
７
条
に
規
定
す
る
者
で
な
け
れ
ば

、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
受
験
手
続

受
験
に
際
し
必
要
な
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

①
出
願
書
類

ア
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
受
験
願
書
（
以
下

「
受
験
願
書
」
と
い
う
。
）

イ
履
歴
書

ウ
受
験
資
格
を
有
す
る
旨
を
証
明
す
る
書
類

以
上
各
２
部
（
１
部
は
写
し
で
も
可
。
）

エ
写
真
（
出
願
の
日
前
６
月
以
内
に
脱
帽
の

上
半
身
像
を
正
面
か
ら
撮
影
し
た
写
真
で
、

大
き
さ
が
縦
１
０
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
８
０

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
し
、
裏
面
に
は
、

氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
１
葉

②
受
験
手
数
料

７
，
０
０
０
円
（
こ
の
金
額
に
相
当
す
る
福

井
県
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
箇
所
に
は
り

付
け
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。
）

③
受
験
願
書
の
提
出
先

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該

住
所
を
所
管
す
る
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、
県

外
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
福
井
県
健

康
福
祉
部
食
品
安
全
・
衛
生
課
に
提
出
す
る
こ

と
。

④
受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
１
９
年
１
月
１
７
日
（
水
）
か
ら
同
月

２
６
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ

び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年

法
律
第
１
７
８
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日

を
除
く
。
）
と
す
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、

平
成
１
９
年
１
月
２
６
日
（
金
）
ま
で
の
消
印

の
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。

６
受
験
通
知
書
の
送
付

受
験
願
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
票
に
代

え
て
、
受
験
番
号
を
記
載
し
た
受
験
通
知
書
を
送

付
す
る
。

７
合
格
者
の
発
表

平
成
１
９
年
３
月
１
日
（
木
）
に
、
合
格
者
に

そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
福
井
県
庁
１
階

掲
示
板
、
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
掲
示
板
お
よ

び
福
井
県
健
康
福
祉
部
食
品
安
全
・
衛
生
課
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
合
格
者
の
受
験
番
号
を
発
表
す
る

。

８
そ
の
他

①
受
験
願
書
の
用
紙
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部

食
品
安
全
・
衛
生
課
お
よ
び
各
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
交
付
す
る
。

②
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
食
品
安
全
・
衛
生

課
（
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
電
話
０
７

７
６
－
２
０
－
０
３
５
５
）
ま
た
は
各
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
行
う
こ
と
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

御
陵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２

４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
に

役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
渕
本
達
雄
永
平
寺
町
松
岡
上
合
月
７‐３

〃
竹
澤
修
一

〃
松
岡
上
合
月
７‐３０

〃
森
近
隆
義

〃
松
岡
下
合
月３３‐１１

〃
前
川
義
則

〃
松
岡
下
合
月１９‐２８

〃
森
塚
英
男

〃
松
岡
下
合
月３１‐１６

〃
黒
田
隆
一
郎

〃
松
岡
末
政
２１‐４３

〃
木
戸
善
幸

〃
松
岡
末
政
２１‐４４

〃
秋
野
彰
一
郎

〃
松
岡
兼
定
島
３３‐２

〃
筧

紀
夫

〃
松
岡
兼
定
島
２６‐６

〃
大
西

輝
〃

松
岡
渡
新
田
９‐４６

監
事
勝
見
岩
吉

〃
松
岡
上
合
月
９‐２０

〃
西
尾
喜
弘

〃
松
岡
上
合
月
９‐２５

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

御
陵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２

４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
８
年
４
月
１
日
に
役

員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事

西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
渕
本
達
雄
永
平
寺
町
松
岡
上
合
月
７‐３

〃
竹
澤
修
一

〃
松
岡
上
合
月
７‐３０

〃
森
塚
英
男

〃
松
岡
下
合
月３１‐１６

〃
前
川
義
則

〃
松
岡
下
合
月１９‐２８

〃
森
塚
眞
治

〃
松
岡
下
合
月３２‐２１‐２

〃
黒
田
隆
一
郎

〃
松
岡
末
政
２１‐４３

〃
木
戸
善
幸

〃
松
岡
末
政
２１‐４４

〃
筧

紀
夫

〃
松
岡
兼
定
島
２６‐６

〃
森
山
正
嗣

〃
松
岡
兼
定
島
３３‐６

〃
大
西

輝
〃

松
岡
渡
新
田
９‐４６

監
事
勝
見
岩
吉

〃
松
岡
上
合
月
９‐２０

〃
西
尾
喜
弘

〃
松
岡
上
合
月
９‐２５

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

次
の
法
人
は
、
正
当
の
事
由
な
く
引
き
続
き
３
年

以
上
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
民
法
（
明
治
２

９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
７
１
条
後
段
の
規
定
に
よ

り
、
そ
の
設
立
の
許
可
を
取
り
消
す
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
法
人
の
名
称

財
団
法
人
福
井
県
開
拓
信
用
基
金
協
会

２
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
福
井
市
御
本
丸
町
１
番
地

３
教
示

�
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処

分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
０
日
以
内
に
、
行
政
不
服
審
査
法
（

昭
和
３
７
年
法
律
第
１
６
０
号
）
第
６
条
の
規

定
に
よ
り
、
処
分
庁
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て

提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知

事
と
な
り
ま
す
。

�
�
の
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
の
こ
の
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
は
、
�
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以

内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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